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安全・安心なまち 松平地区

最近、松平地内でイノシシやシカが車と衝突
する交通事故が増えています。
特に夜間の運転時は、要注意！
※イノシシ、シカを目撃をした時は、

豊田市役所
（☎０５６５－３１－１２１２）

へ、人等に危害がおよぶおそれがある場合は
豊田警察署（☎０５６５－３５－０１１０）へ
連絡してください。

日本は、覚醒剤、大麻の大きな消費国となっています。
愛知県内で覚醒剤等の薬物事犯で検挙された人は、平成８年
以降、ずっと１０００人を超える高水準が続いています。
薬物乱用の恐ろしさは、何度でも繰り返し使用したくなる性
質、つまり、「依存性」を持っているということです。
繰り返し使用するうちに、薬物の中毒症状として、「殺さ
れる」「つけられている」「見張られている」などといった
妄想や幻覚が現れます。薬物の乱用は、無関係の人々を巻き
込む殺人や放火などの犯罪を引き起こし、社会に悪影響を及

ぼしたり、家庭の崩壊を招いた
り、その悲劇は本人のみにとど
まりません。
覚醒剤や大麻等の薬物を社会
から追放するために、皆さんの
周りで、薬物を扱っている人を
見たり、使用している人がいる
と聞いた時には、豊田警察署、
もしくは王滝駐在所までご連絡
下さい。


